
富加町告示 第１０６号 

 

入  札  公  告 

 

富加町役場ほか 4施設で使用する電気の調達について、一般競争入札を行うので、富加町契約規則(昭

和 39年富加町規則第 33号)第２条及び第３条の規定により公告する。 

 

令和 ７年１２月１９日 

富加町長 渡邉 圭太   

１.一般競争入札に付する事項 

(１)仕様書番号 総 第３３号 

(２)件名及び数量 富加町役場ほか 4施設で使用する電気 

予定使用電力量  ８１８,４３５ｋＷｈ 

(３)供給場所 別紙 1のとおり 

(４)供給期間 令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで 

(５)予定価格 事後公表 

 

２.入札参加者の資格に関する事項 

(１)地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(２)告示日において富加町入札参加資格者名簿（物品等）に登載されている者であること。 

(３)富加町から、入札参加資格停止措置を競争入札参加資格確認申請期限日から入札日までの期間内

に受けていないこと。 

(４)富加町から、富加町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措

置を競争入札参加資格確認申請期限日から入札日までの期間内に受けていないこと。又は同要綱

別表に掲げる措置基準に該当しないこと。 

(５)電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 

(６)会社更生法第１７条の更生手続開始の申立てをしている者、民事再生法第２１条の再生手続開始

の申立てをしている者その他経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(７)告示日以前過去２年以内に地方公共団体に対して、６月以上の電気供給の実績が２件以上あるこ

と。 

(８)仕様書に記載した条件が確実に履行できること。 

 

３.入札手続き等に関する事項 

 (１)仕様書等の交付期間及び交付場所 

   ア 交付期間 令和７年１２月１９日（金）午前９時から落札決定した日まで 

   イ 交付場所 富加町ホームページからダウンロード 



 (２)競争入札参加資格の確認 

   ア 入札参加希望者は、下記期限までに次の提出書類を下記提出場所へ提出し、入札参加資格の

確認を受けなければならない。 

     ・一般競争入札参加申請書 

     ・安定供給確約書 

     ・電気供給契約履行証明書 

      ※告示日以前過去２年以内に地方公共団体に対して、６月以上の電気供給の実績（２件以

上）を記載して提出すること。なお、供給期間中のものについては、供給開始から６月

以上を経過したものであること。 

      ※地方公共団体と締結した契約書の写しを添付すること。 

     ・電気事業法第２条の２の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者であることの証

書の写し 

   イ 提出期限 令和８年１月９日（金）午後５時 

   ウ 提出場所 富加町役場総務課入札担当 

   エ 提出方法 郵送又は持参（郵送する場合は一般書留又は簡易書留で送付すること） 

   入札参加資格の確認ができ次第、確認通知書をＦＡＸにて送信する。その際に受領確認のＦＡＸ

の返信を行うこと。 

(３)質疑応答 

   設計図書等に対する質疑がある場合は、令和８年１月５日（月）の午後４時までに町ホームペー

ジの入力フォームより提出すること。 

   トップページ＞入札・契約＞入札に関する質問について 

   https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/2049139.html 

回答については、令和８年１月７日（水）までの間に町ホームページに順次掲載を行う。 

(４)入札方法等に関する事項 

   ア 入札方法 

     本案件は、郵便入札とする。 

      入札書類は、期限までに(1)又は(2)の方法で提出すること。 

      (1)持参する場合：総務課入札担当まで 

      (2)郵送する場合：一般書留、簡易書留 

      ※上記以外の方法で提出した場合は無効とする。 

      ※委任状は不要とする。 

      ※郵便入札の詳細は別紙「郵便入札について」を参照すること。 

   イ 提出期限 令和８年１月１９日（月）午後５時まで（必着） 

     ※入札参加資格の確認通知書発行後より入札書の受け付けを行う。 

   ウ 入札保証金及び契約保証金 

     免除 

   エ 入札書と併せて施設ごとの金額を記した入札内訳書を提出すること（町指定様式）。 

オ 落札者の決定方法 

  予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。 

  再度入札は行わない。 

      落札者となるべき同価の入札者が 2人以上ある場合は、当該入札事務に関係のない職員がこ

れに代わってくじを引き落札者を決定します。 

   カ 入札の無効 

    次の事項に該当する場合は、その入札を無効とする。 

https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/2049139.html


・入札者の資格を有しない者が入札したとき。 

・入札書に記名押印のないとき、又は記載内容が明らかでないとき。 

・入札事項を表示しないとき、又は一定の金額をもって価格を表示しないとき。 

・入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

・入札に関し、談合等の不正があったとき。 

・その他あらかじめ指定した事項に違反したとき。 

   キ 入札又は開札の中止 

    天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。この場合におけ 

る損害は、各入札者の負担とする。 

ク 落札の無効 

落札者が、落札決定の通知を受けた日から原則として１週間以内に契約を締結しないときは、

その落札は、無効とする。 

(５)開札の日時及び場所 

日時 令和８年１月２０日（火）午前９時 

場所 富加町役場 総務課 

 

４.その他 

 (１)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

(２)契約書作成の要否 

 要 

(３)その他この告示に記載していない事項については、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、 同法

施行令(昭和 22年政令第 16号)及び富加町契約規則(昭和 39年富加町規則第 33号)等関係法令の定

めるところによる。 

(４)談合情報及び談合行為に対する措置 

落札者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条若し

くは第８条第１項第１号又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３に違反した場合は、当該

契約した契約金額の１０分の１に相当する額を支払わなければならない。 

 

５.問い合わせ先 

富加町総務課総務係 （電 話 ０５７４－５４－２１１１）内線１１２ 

             （ＦＡＸ ０５７４－５４－２４６１） 


